
教第７９号議案 

 

工業高等専門学校中期計画（案）のパブリックコメントの実施について 

神戸市立工業高等専門学校の次期中期計画案（令和元年度～令和５年度）に係るパ

ブリックコメントについて以下のとおり実施する。 

令和２年１月１４日提出 

 





令和２年１月１４日 

工業高等専門学校 

 

神戸市立工業高等専門学校 中期計画（案）について 

１．趣旨 

 この度、工業高等専門学校では、神戸市立の高専として教職員が一丸となって取り組むべ

き内容を盛り込んだ中期計画（案）（令和元年度～５年度）を取りまとめました。 

 この計画は、「神戸高専のあり方の検討に関する報告書」（平成 25 年１月、教育委員会）

及び「高等専門学校の充実について」（平成 28年５月、文部科学省）を踏まえるともに、国

立高専の中期計画を参考とした、同校に関する初めての中期計画です。本計画は、教育方針

及び３つのポリシー（アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシ

ー）のもとで、今後取り組むべき事項についてその方針と具体の取り組みを整理した中期目

標及びその目標を５年間で実現するための実施計画で構成されています。 

また本計画は、時代の変化に応じてＰＤＣＡサイクルを回して随時見直していくことと

しています。 

 

２．中期計画（案）の内容 

【 A. 教育に関する事項 】 

１．教育目標、教育内容および教育方法 

－習熟度別授業、社会連携型 PBL教育、成長産業技術者教育プログラム 

２．教育の質の向上及び改善 

３．グローバル人材の育成－学生及び教員の国際交流活動促進 

４．志願者の確保と入学生の選抜－中学校への広報強化、学生の市内比率を 60％以上に 

５．学生支援体制の充実 

【 B. 研究に関する事項 】 

１．外部資金調達の促進 

２．研究体制の充実－学内競争的資金制度の創設 

【 C. 地域貢献・社会貢献に関する事項 】 

１．産学連携の充実－コーディネーター等受け入れ体制の充実 

２．連携教育の充実－小学校プログラミング教育必修化対応への協力 

【 D. 校務および学校運営に関する事項 】 

１．優れた教員の確保と教員の資質向上 

２．教育環境の整備－施設保全計画に基づく施設の保全改修、実験実習設備の更新 

３．教職協働のもとでの業務の効率化と平準化 

【 E. 持続可能な学校とするために 】 

１．入学定員について－見直しは当面見合わせる。入学志願倍率、求人倍率を注視。 

２．本校教育の特色について 

 

３．今後のスケジュール 

・令和２年１月 30日（木）～２月 28日（金） 中期計画（案）のパブリックコメント実施 

・令和２年３月 教育委員会会議において確定 



神戸市民の意見提出に関する条例 
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意 見 募 集 
みなさまのご意見をお寄せください 

 

神戸市立工業高等専門学校

の中期計画案について 
 

神戸市立工業高等専門学校の中期計画案（令和元

年度～令和５年度）について意見を募集します。 

意見募集期間 

令和２年１月３０日～２月２８日 

 

問い合わせ先 

神戸市立工業高等専門学校 事務室総務係 

電話０７８－７９５－３３１１  

【概要】 
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１ 意見募集期間  

令和２年１月３０日（木） ～ 令和２年２月２８日（金） 

 

２ 意見の提出方法  

次のいずれかの方法によりご提出ください。 

(1) 郵送による提出  

〒６５１－２１９４（宛先住所記入不要）  

神戸市立工業高等専門学校  事務室  意見募集宛  

(2) ファクシミリ による提出  

（０７８）７９５－３３１４ 神戸高専  事務室  意見募集宛  

(3) 電子メールによる提出  

アドレス：office-s@office.city.kobe.lg. jp   

件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防

止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力して

ください。 

(4) 持参による提出  

神戸市西区学園東町８丁目３番地  

神戸市立工業高等専門学校  本部棟  事務室  総務係  

平日  ８時３０分～１１時３０分、１２時３０分～１７時１５分までの間  

 

３ 注意事項  

(1) 書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名（法人その他の団体の場

合は、名称及び所在地及び代表者の氏名）を記載してください。また、神戸

市にお住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校

に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してくださ

い。 

（2） 提出される書式には，「◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯（案件名）」に対してのご意

見であることを明記してください。  

(3) 電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個

別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。  

(4) いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸高専ホームページに

て令和２年３月上旬頃（予定）に掲載いたします。  

ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室（市役所２号館２階）

でご覧いただけます。 
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４ 個人情報の取扱いについて  

(1) ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の

権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報（神

戸市情報公開条例第 10 条各号に規定する情報）を除いて、ホームページ等

で公表させていただきます。  

(2) 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容で

は掲載いたしません。 

(3) ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸

市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正

に管理いたします。 

(4) 意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。  

ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること  

イ 意見提出手続は、「市民（市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有

する方）」を対象として行う手続であること  
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